
　平成15年7月4日に、労働契約や労働時間に係る制度について、多様な働き方に応じた実効あるも
のとするための見直しを行った「労働基準法の一部を改正する法律」(平成15年法律第104号)が公布
され、関係する省令や告示とともに、平成16年1月1日から施行されています。

(１) 契約期間の上限の延長（第14条第1項）
　①　有期労働契約(期間の定めのある労働契約)について、一定の事業の完了に必要な期間を定め
　　るもののほかは、契約期間の上限は原則3年とされました。
　　　ただし、有期労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が1年
　　を超えるものに限ります。)を締結した労働者（下記②に該当する労働者は除きます。）は、労
　　働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、使用者に申し出ることにより、いつ
　　でも退職することができます(この措置は、政府が、改正労働基準法の施行後3年を経過した後
　　に、その施行の状況を勘案しつつ検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるまでの
　　間の暫定措置です。)。(附則第137条)
　②　また、高度の専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」と言います。)を有する者
　　や、満60歳以上の者と有期労働契約を締結する場合の契約期間の上限は5年とされました。
　　　高度の「専門的知識等」を有する者とは、厚生労働大臣が定める基準によって、「公認会計
　　士、医師、弁護士」等です。

(２) 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準（第14条第2項、第3項）
　①　有期労働契約の締結時や期間の満了時におけるトラブルを防止するため、使用者が講ずるべ
　　き措置について、厚生労働大臣が基準を定めることができることとされました。
　　　また、行政官庁は、この基準に関して、使用者に対して必要な助言や指導を行うこととなり
　　ます。
　　「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の内容は、以下のとおりです。
　　ア 使用者は、有期契約労働者に対し、契約の締結時に契約の更新の有無、契約を更新する場合
　　　 又はしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。
　　イ使用者は、一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者について、雇止めをする場合

には、少なくとも30日前に予告をしなければなりません。
　　ウ使用者は、労働者が雇止めの理由の明示を請求した場合には、遅滞なくこれを文書で交付し

なければなりません。
　　エ使用者は、契約の更新により一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者と契約を更

新する場合には、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くす
るよう努めなければなりません。

(１) 解雇（第18条の２）
　　「解雇は、客観的に含理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、そ
の権利を濫用したものとして、無効とする。」（「解雇権濫用法理」）
との規定が新設されました。

　※「解雇権濫用法理」とは、昭和50年に初めて最高裁の判例として確立されたものです。この判
決では「使用者の解雇権の行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当として
是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である。」
と判示されています(最高裁第2小法廷　昭和43年(オ)第499号　昭和50年4月25日判決)。

(２) 就業規則への「解雇の事由」の記載（第89条第3号）
　　　労使当事者間において、解雇についての事前の予測可能性を高めるため、就業規則に、「退
　　職に関する事項」として「解雇の事由」を記載する必要があることが、法律上明確にされまし
　　た。
　※既に作成している就業規則に、「退職に関する事項」として「解雇の事由」を記載していない
　　場合には、「解雇の事由」を記載した上で、改めて、労働基準監督署へ届け出なければなりま
　　せん。
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監督署からのお知らせ(３・４・５・６・７面)

改正労働基準法について
　今般発行の｢日立労基協だより｣第8号から、ハローワークからのお知らせコーナーを新設し、日立
公共職業安定所の情報を、会員の皆様にお知らせすることにいたしました。
　今回は雇用保険の加入手続きについてお知らせいたします。

―労働者を一人でも雇っていれば、雇用保険の加入手続きが必要です―
<趣旨>
　雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、すべて適用事業で
あり、当然に雇用保険の適用を受け、また、適用事業に雇用される労働者は雇用保険の被保険者と
なります(事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことと
なります。)。
<被保険者の範囲>
　雇用保険が適用となる｢雇用される労働者｣とは、雇用関係(労働者が事業主の支配を受けて、その
規律の下に労働を提供し、その提供した労働の対償として賃金、給料その他これらに準ずるものの
支払を受けている関係)によって得られる収入によって生活する者をいいます。
　したがって、臨時内職的に就労する方は被保険者とはなりません。
※適用事業に雇用される労働者であっても、65歳に達した日以後に新たに雇用される者など雇用保
険法第6条に掲げる方は雇用保険の適用除外とされています。

―パートタイム労働者も一定の基準に該当すれば、雇用保険の加入手続が必要です―
<趣旨>
　パートタイム労働者(短時間就労者)については、次の①及び②の適用基準のいずれにも該当する
ときは、雇用保険の被保険者となりますので、事業主は必ず｢雇用保険被保険者資格取得届｣(以下｢
資格取得届｣といいます。)を事業所の所在地管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者と
なった日の属する月の翌月10日までに提出してください。
※短時間就労者とは、その者の1週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者
の1週間の所定労働時間よりも短く、かつ、40時間未満である者をいいます(このうち30時間未満で
ある者は、｢短時間労働被保険者｣となります。)。
<適用基準>
①1年以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
　具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
　○期間の定めがなく雇用される場合
　○雇用期間が1年である場合
　○3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇用契約においてその更新規
定が設けられているとき(1年未満の雇止規定がある場合を除きます。)
　○3か月、6か月など短期の期間を定めて雇用される場合であって、雇入れの目的、その事業所の
同様の雇用契約に基づき雇用される者の過去の就労実績等からみて、契約を1年以上にわたって反復
更新することが見込まれるとき(注)
〔(注)当初の雇入時には1年以上反復して雇用されることが見込まれない場合であっても、その後の
就労実績等からみて、1年以上反復して雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時
点から雇用保険が適用されます。〕
②1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

　事業主は、雇い入れた労働者が雇用保険の被保険者となる場合には、必ず「資格取得届」を被保
険者となった日の属する月の翌月１０日までに提出して、その方が被保険者となったことについて
公共職業安定所(ハローワーク)の長の確認を受けなければなりません。
　この確認がなされた場合、「雇用保険被保険者証」とあわせて「雇用保険資格取得等確認通知書
被保険者通知用)」が交付されます。この交付は、労働者の方々が、きちんと雇用保険の加入手続等
がなされたことを確認できるようにするためのものですので、事業主の方々には、この通知書を被
保険者本人に確実に交付していただくようお願いします。

※詳細については、日立公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
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